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生殖能力に違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信をもって選択
した原告らにとって、不妊手術は自分が自分らしく生きるために不可欠な手
段です。しかし母体保護法は医療目的等以外の不妊手術を原則として禁止し、
施術する場合にも子を既に出産していることや配偶者の同意を必要としてい
ます。これらの規定が、生殖に関する自己決定権を侵害し、憲法違反である
ことを訴え、現在のルールを変えたいと考えています。

文教の街、神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たち
に対する十分な説明もないまま、伐採され始めています。千代田区は、
住民との対話を拒絶したまま、強硬に計画を推し進め、反対する住民た
ちを排除しようとしています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守る
ため、住民たちは伐採が行われないよう毎夜木の見守りを行いながら、
司法にも救済を求めています。

「わたしの体は母体じゃない」訴訟
#ジェンダー・セクシュアリティ　# 医療・福祉・障がい

「イチョウと住民自治を守ろう」訴訟
#公正な手続　# 環境・災害

現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければ
なりません。実際は、結婚する女性の約95％が男性の名字に変更しており、
名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を
被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなけれ
ば結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちは
この現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。

犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにも
かかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃ
ま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」
なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であ
ることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための
訴訟です。

夫婦別姓も選べる社会へ！訴訟
#ジェンダー・セクシュアリティ

日本の「黙秘権」を問う訴訟
～56時間にわたる侮辱的な取調べは違法～

#刑事司法

難民認定されたアフリカ出身の原告。日本国籍をもたない「難民」のま
まの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となっ
てきました。そのため行った 2 度の帰化申請は、いずれも認められず。
難民条約 34 条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めてい
ます。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、こ
れは条約の趣旨に反しています。この訴訟は原告に帰化を認めるよう求
めています。

難民帰化訴訟 ～真に社会の一員へ～
#外国にルーツを持つ人々

「夫は仕事、妻は家事」という考え方を 60年近く維持する法律があります。
労災補償の遺族年金は、妻は年齢制限がないのに、夫は 55歳以上でなけ
れば支給されません。「男性が稼ぎ主」と決めつけて、男性と女性に差を
つけることが許されるのでしょうか。ジェンダー平等のすすむ現代にお
いて、法律が憲法や国際法上の法の下の平等に違反することを訴え、差
別なき社会を実現したいと考えています。

「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟
#ジェンダー・セクシュアリティ　# 働き方



2023 年度判決レポート
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2023年度には、CALL4 掲載の 16件のケースで
20件の判決が言い渡されました。

昨年度から続々と判決が言い渡されていた「結婚の自由をすべて
の人に訴訟」では、新たに福岡地裁判決（2023 年 6 月 8 日）と東
京二次訴訟地裁判決（2024 年 3 月 14 日）、札幌高裁判決（同日）が、
同性婚を認めない現行法制度について、それぞれ違憲状態または
違憲と判示しました。

2023.06
 & 2024.03

結婚の自由をすべての人に訴訟（同性婚訴訟）　福岡地裁 / 東京地裁 / 札幌高裁

2023.10

昨年度に一審敗訴判決を受け控訴していた「セックスワークにも給付金を」訴訟は、残念ながら
東京高裁で原告敗訴が維持されています（2023 年 10 月 5 日）。原告は上告しています。

「セックスワークにも給付金を」訴訟　東京高裁

2023.09

原告の「ニライ・カナイぬ会」は、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」
のマスキングされた部分の開示などを求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、
頭蓋骨標示に関する情報が含まれており、この情報が開示されれば、盗掘された遺骨の頭蓋骨
に直接書き込まれていた記載から遺骨が元々あった場所がわかるものでした。2023 年 9 月
28 日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定の一部につき沖縄県情報
公開条例に反して違法と判断し、原告らが求めていた遺骨の盗掘場所の情報公開を命じました。
両当事者ともに控訴をせず、判決が確定しました。

「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟　那覇地裁

2023.06
 & 2023.10 「優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判」では、2つの仙台高裁の判決が言い渡され、一方

では請求が棄却され（2023 年 6 月 1 日）、他方では消滅時効の主張を権利濫用として原告の
請求が認容されました（2023 年 10 月 25 日）。年度を跨ぎますが最終的に 2024 年 7 月 3 日
の画期的な最高裁大法廷判決へと結実しています。

優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判　仙台高裁

勝訴！

勝訴！

2023.10

日本で戸籍の性別変更をするためには、「生殖腺やその機能がないこ
と」が法律上求められています。この裁判は、トランスジェンダー
男性である鈴木げんさんが、手術を望まない人や望んでもできない
人に心身への負担が大きい生殖腺除去手術を事実上強いる規定の違
憲性を争うものです。静岡家裁浜松支部は、制定以降の社会の変化、
医学的知見の進展等を踏まえ、この規定は憲法 13 条に違反し無効
であると判断し、手術を受けていないげんさんについて、性別の
取扱いを女から男に変更するとの審判を下しました。この審判の
2週間後、最高裁で同規定に「違憲無効」の決定が下されました。

オペなしで！戸籍上も「俺」になりたい裁判　静岡家裁 浜松支部
勝訴！

勝訴！
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2023.11

2023.11

2023.12

異性カップルであれば認められる「定住者」の在留資格が、同性カップルには認められない。
このおかしな制度の改善を求める「日米同性カップル在留資格訴訟」では、2023 年 11 月 2 日に
東京高裁判決が言い渡されました。残念ながら一審同様、原告の請求は棄却されました。現在、
事件は上告審に係属しています。

日米同性カップル在留資格訴訟 ～家族そろって日本で暮らすために～ 東京高裁

日本の表現の自由にとって画期的な判決となっ
たのが、『宮本から君へ』助成金不交付決定取消
訴訟です（2023 年 11 月 17 日）。最高裁は、芸術
家の自主性や創造性を重視し、給付行政に一定
の歯止めをかける重大な判例法理を打ち出し
ました。

『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟 最高裁

大川原化工機事件は、中世とも絶望的とも呼ばれる日本の刑事司法
制度の深刻な被害を受けた原告らが、検察官や警察官の捜査活動の
違法性を追及する訴訟です。2023 年 12 月 27 日に東京地裁で、検察
官の勾留請求や公訴提起自体の違法性を認める、画期的な判決が言
い渡されました。

大川原化工機事件 ～無実で約１年勾留「人質司法」問題をただす～ 東京地裁

2023.12
国籍法 11 条 1 項により本人の意思確認なく外国籍取得を理由に日本国籍を自動喪失させられた
元日本国籍者が、その規定の違憲性と原告に対する同項の適用を争う裁判が、3 件並行して進ん
でいます。近藤ゆりさんが原告の事件（訴訟１）では、国籍剥奪処分の無効に加えて、同項を改
廃せず処分を行ったことや周知徹底を怠ったことによる損害賠償を求めています。福岡地裁は、
国籍が重要な法的地位でありアイデンティティの一要素でもあることから、得喪に関する規定を
設けるにあたって、本人の意思をできる限り尊重すべきことは憲法 13 条の規定等の精神に照ら
して考慮要因の 1 つとなり得ると述べましたが、この規定自体は立法府の裁量の範囲内であると
して 14 条違反主張も含め、近藤さんの訴えを退けました。福岡高裁の判断が待たれます。

本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟  福岡地裁

湯河原町では、町税や水道料など税金を滞納している約 2,000 人分の個人情報が掲載されたリス
トが議員に配布され回収されていないという事態が生じていました。この問題を指摘した土屋由
希子議員は、秘密会の議事を漏らしたとして懲罰を受け、議会報で名指しで批判されました。
土屋議員は、名誉を傷つけられたとして議員懲罰の取消などを求めて提起しました。一審は土屋
発言の内容である「滞納者名簿が回収されなかったという事実」が秘密に当たるとの町の主張を
退け、名誉毀損を認定しましたが、町が控訴していました。2023 年 10 月、東京高裁は議会の判
断を尊重して町の行為の違法性を否定し、原告敗訴の逆転判決を言い渡しました。その後原告が
上告していましたが、最高裁は弁論を開くことなく上告を棄却し、上告受理申立てを受理しない
との決定をしました。これにより原告敗訴の控訴審判決が確定しました。

2023.10
 & 2024.03

地方議会に横行する「少数派議員潰し」に立ち向かう訴訟　東京高裁 / 最高裁 

ジャーナリストに渡航の自由を！訴訟　東京地裁

勝訴！

勝訴！

2024 年の前半は勝訴判決が相次ぎました。パスポートの発給を拒
否された安田純平さんが、処分の取り消しと国家賠償を求めた
「ジャーナリストに渡航の自由を！訴訟」では、全面的な渡航制約
を違法とし、発給拒否処分を取り消す勝訴判決が東京地裁で言い
渡されました（2024 年 1 月 25 日）。

2024.01

勝訴！
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2023.04

岡口元裁判官は、自身の SNS 投稿が殺人事件の遺族を傷つけたなどとして訴追され、国会の裁判
官弾劾裁判所で審理されました。弾劾裁判所は、岡口判事の一連の投稿等を刑事事件の遺族を
傷つけるもので「一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を辱める」非行と認定。刑事事件
の内容等を紹介する投稿については「裁判官としての威信を著しく失う」程度の非行であって、
全体として罷免相当と判断しました。

司法の独立を脅かす岡口裁判官の罷免訴追に反対します！
弾劾裁判の弁護団にご支援を　弾劾裁判所

2024.03

3月 26 日には、「同性パートナーにも犯罪被害の
遺族給付金を」訴訟について、最高裁判決が言
い渡されました（2024 年 3 月 26 日）。同性パー
トナーであっても「婚姻の届出をしていないが、 
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に
当たる場合があるとして、原告を敗訴させてい
た控訴審判決を破棄するものでした。

「同性パートナーにも犯罪被害の遺族給付金を」訴訟　最高裁
勝訴！

クルド難民収容者暴行被害国賠訴訟　東京高裁

カメルーン人男性死亡事件国賠訴訟　東京高裁

「人種差別を許さない」訴訟 
～警察官による母子の不当聴取と個人情報の漏洩～　東京地裁
残念な判決となったのが「人種差別を許さない」訴訟です。警察官によって外国人差別などが
窺われる対応をされた上、ヘイトスピーチを繰り返す自称被害者に対し不当に個人情報を流出
させられた事案ですが、東京地裁は警察官が臨場直後に外国人に差別的な言動をすることは
不自然であるとか、個人情報の流出には本人の同意があったなどとして、原告の請求を全て
棄却しました（2024 年 5 月 21 日）。原告は控訴しており、高裁判決による是正が望まれます。

2024.04

2024.05

2024.05

5 月には「カメルーン人男性死亡事件国賠訴訟」の控訴審判決が
東京高裁で言い渡されました（2024 年 5 月 16 日）。救急搬送をす
る義務違反が入管にあったことを認めた一審の判断が維持され
ました。もっとも、死亡との直接の因果関係は引き続き認めず、
「死亡した当時に生存していた相当程度の可能性」が侵害された
ことによる慰謝料として 150 万円の認容に留まりました。この事件
も現在上告により最高裁に係属しています。

来年度以降も注目の判決が相次ぐ予定です。
CALL4 サイトや SNS、メルマガなどでご案内いたします。どうぞご注目のうえ、ご支援いただければ幸いです。

4月と 5月には、外国人の方に対する入管の違法行為を認める高裁判
決が相次ぎました。「クルド人難民収容者暴行被害国賠訴訟」では、
入管の責任を認めた一審判決が東京高裁でも維持されました
（2024 年 4 月 11 日）。原告の控訴は棄却されていますが、裁判所か
らは、不当行為を行った警備官に違法行為を行った自覚がないこ
とや、責任者も違法と評価していないことなどからすると、十分
な再発防止策が講じられたかにつき疑問があると指摘されています。
現在上告により最高裁に係属中です。

勝訴！

勝訴！
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今年度は、2件のストーリー記事と 1件の動画、
14件のコラム記事を公開しました

私たちのことを私たち自身が
議論できる社会をつくるために
立候補年齢の引き下げを求めて提訴した
若者たちと弁護団のストーリー20

23
.9

.5

日本で家族そろって暮らす自由を、
平等な制度を求めて
日米同性カップルの
在留資格をめぐるストーリー20

23
.1

0.
31

未来をつくる公共訴訟
Building Tomorrow: Public Interest Litigation in Action

20
24

.5
.8

STORY

MOVIE
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COLUMN
# インターン募集＆レポート

CALL4 夏期インターン生募集！
公共訴訟に触れてみよう

CALL4 春期インターン生募集！
公共訴訟に触れてみよう -2024.Spring-

＃提訴会見レポート

提訴会見レポート「人種差別的な職務質問をやめさせよう！訴訟」
2024 年 1 月 29 日 @ 司法記者クラブ

提訴会見レポート「夫婦別姓も選べる社会へ！訴訟」
2024 年 3 月 8 日 @ 日比谷図書館ほか

わたしの家族
マンガで公共訴訟 (11)

＃マンガで公共訴訟　シリーズ

ケアする時間はなかった
マンガで公共訴訟 (9)

そんな未来にいたい
マンガで公共訴訟 (10)

＃わたしと公共訴訟

裁判をサポートできることは、発見であり、喜びでした
中島京子さん（作家）

おかしなことはおかしいといい続ける。個人的な物語が、制度を動かす
高田昌幸さん（ジャーナリスト）

目的を叶える手段として訴訟を提起する若い世代に刺激を受けています
山内マリコさん（作家）

# インターン生企画

公共訴訟とはどんな訴訟？ ー法曹育成に携わる実務家の視点からー
［interview］酒井 圭（弁護士）

＃お知らせ・キャンペーン

CALL4 リリース 4 周年記念イベント、全国３都市開催！
4th Anniversary CARAVAN

マンスリーサポーター募集［めざせ 170 人］キャンペーンを実施中！
ネクストゴールに向けて、12 月 31 日まで実施！

2023 年も CALL4 を応援くださりありがとうございました！
年末のご挨拶とアニュアルレポートのお知らせ
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2023年度会計 (2023.6.1ー 2024.5.31 )
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2023 年度収支報告

経常収益

経常収益合計
経常費用

経常費用合計
当期経常増減額
経常外収益合計
経常外費用合計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

受取会費
受取寄付金
受取助成金等
事業収益
その他収益

事業費

事業費合計
管理費

管理費合計

正会員受取会費
受取寄付金
受取助成金
自主事業収益
受取利息
雑収益

人件費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
イベント関係費
地代家賃
賃借料
租税  公課
広告宣伝費
接待交際費
減価償却費
支払手数料
その他経費計

人件費
業務委託費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
地代家賃
減価償却費
租税公課
支払手数料
その他経費計

108,000
31,004,104
4,506,400
16,670,800

1,262
500,001

52,790,567
983,290

18,545,625
446,800
310,825
319,995
305,650
90,999
627,485
2,944,517
588,520
168,492
248,900
47,051
94,250

1,220,163
852,117

26,811,389
27,794,679
245,822
2,185,188
34,536
35,554
42,094
128,199
268,921
65,391
135,573
6,453

120,815
3,022,724
3,268,546
31,063,225
21,727,342

0
0

21,727,342
70,000

21,657,342
34,747,322
56,404,664

当法人の本年の会計年度は 2023 年 6 月 1 日か
ら 2024 年 5 月 31 日です。活動計算書上、今年
度はおよそ 5280 万円の収入を得て（①）、3100
万円を支出し（②）、前期繰越分と合わせ、税引
き後で 5640 万円ほどを翌年度に繰り越しまし
た（③）。

収入は大きく事業収益と寄付収益に分かれます。
事業収益は株式会社 TKC と株式会社現代人文社
との共同事業に関して得たものです（④）。今年
度は４月にファンドレイズパーティを開催し、
多くのご寄付をいただきました。

支出のメインは業務委託費です。事業費におけ
るものとしてウェブシステムの保守・運営費用、
各種デザインの費用、法人運営に関する専門家
の費用などを（⑤）、管理費として法人運営に関
する常勤スタッフに対する給与（⑥）、非常勤ス
タッフに対する委託費などを計上しています
（⑦）。事業費に含まれる減価償却費は、譲り受
けたシステムに関して計上したものです（⑧）。

※CALL4 の決算報告書は、毎年、CALL4 ウェ
ブサイト運営組織のページに掲載しております。

この活動計算書は会計帳簿の金額と一致し、
認定特定非営利活動法人 CALL4 の収支を正し
く示していることを認めます。

監事　石川 えり
監事　土井 香苗

科目 金額（単位：円）

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧
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＜事業収益について＞
公益的訴訟・社会的訴訟に関する普及啓発事業として、公益的訴訟・社会的訴訟に関して収集した情報を、株式会社 TKC 様、
株式会社現代人文社様に提供しております。具体的には、株式会社 TKC 様の運営されている TKC ローライブラリー
（https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/）へ判決資料の提供を行い、株式会社現代人文社様の運営されている刑事弁護 OASIS
（https://www.keiben-oasis.com/）には CALL4 作成のストーリー記事をご提供しています。

※一般寄付金のうち、4,274,900 円が定期的なご寄
付です。2021年8月24日からマンスリーサポーター
を募集し始め、2023 年度は 211 名のマンスリーサ
ポーターの方々がご支援くださいました。誠にあり
がとうございました。

収入内訳

正会員受取会費
一般寄付金
助成金
事業収益
受取利息等

合計

108,000
31,004,104
4,506,400
16,670,800
501,263

52,790,567

0.2%
58.73％
8.54％
31.58％
0.95％

100%

3.96%
66.74%
1.44%
1.11%
1.14%
1.12%
0.71%
2.89%
9.48%
2.11%
0.54%
0.82%
0.15%
0.30%
4.36%
3.13%

100％

支出内訳

人件費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
イベント関係費
地代家賃
賃借料
租税  公課
広告宣伝費
接待交際費
減価償却費
支払手数料

合計

1,229,112
20,730,813
446,800
345,361
355,549
347,744
219,198
896,406
2,944,517
653,911
168,492
255,353
47,051
94,250

1,355,736
972,932

31,063,225

正会員受取会費 0.2％

受取利息等 0.95％

一般寄付金 58.73％

助成金 8.54％

事業収益 31.58％

支払手数料 3.13％
その他 2.52％

減価償却費 4.36％
人件費 3.96％

地代家賃 2.11％

消耗品費 2.89％
イベント関係費 9.48％

旅費交通費 1.12％

諸謝金 1.44％
印刷製本費 1.11％
会議費 1.14％

業務委託費 66.74％



マンスリーサポーターの声

スタッフの声
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私は、裁判官の時代に、今でいう「公共訴訟」に
分類される事件を何件か担当しました。傍聴人も
多く、判決も大きく報道されました。このような
事件は、被告が大企業や国である場合が多いため、
審理に臨む裁判官の良心のあり方が特に問われま
す。CALL４のような活動の存在は、裁判官の良心
に強く訴える力になると思います。今後とも支援
を続けて行きます。

石塚章夫さん
元裁判官

作家

Kyoko Nakashima

2023 年 9 月のイベントに参加した
ことがきっかけで、CALL4 に携わ
ることとなりました。本チームでは、
クラファンの立ち上げや公開後の支
援をしています。社会の理不尽に対
して、当事者としても、サポートさ
せていただく側としても立ち向かう
ことのできる活動です。実際、私も
普段は研究活動をしており、社会に
還元することにも繋がっています。
今後もぜひお声を聞かせていただ
き、一緒に訴訟を通じて形にしてい
きましょう。

鈴木博子

CALL４の活動を知り、法律があるだけでは十分でな
く、それが人権を尊び社会をより良く変えるために
使われること、そのプロセスを学び合い、より良い
未来を手作りしていくことの重要さを理解しました。
専門家の皆さんが、社会の矛盾や理不尽を正す側に
立って下さることに感謝します。CALL４のプラット
フォームでは、一般市民の私も同じ側に立つことが
できます。マンスリーサポーターとして長く関わら
せていただく方法があることに感謝しています。

藤澤理恵さん
東京都立大学助教

ケースサポーター
Podcast チーム

Hiroko Suzuki

作家

Kyoko Nakashima

2019 年から CALL4 に携わっていま
す。それまでは、法曹界に縁もゆか
りもなく、裁判はどこかニュースで
見聞きする、自分とは関係ないもの
と思っていました。一方で海外生活
の経験から、日本で理不尽と感じる
機会は多々ありました。CALL4 の
活動を通じて司法という手段でそん
な理不尽な状況を変えていけるとい
うことを知りました。あげられた声
たちが、より多くの人たちに正しく
伝わるよう今後も活動していきたい
です。

志和あかね

広報
Akane Shiwa

作家

Kyoko Nakashima

2023 年末から参加し、多様な背景
とスキルを持つメンバーに刺激を受
けながら自分なりにできることを探
しています。Podcast チームでは、
声を上げた人たちの想いや人とな
り、それをサポートするコミュニ
ティの温かさや熱意を感じて、
ニュースや SNS の投稿を見るたび
にふと思い出して、仲間になってい
ただけるような、そんな番組作りを
目指しています。外部イベントへの
出展やコラボ企画など、新たな取り
組みにも挑戦していきたいです。

柬理美結

Podcast チーム
ケースサポーター

Myu Kanri

作家

Kyoko Nakashima

訴訟や裁判所が必ずしも身近でない
人でも一歩踏み出して参加してもら
えるイベントを、とみんなで考えな
がら開催しています。CALL4 のイ
ベントが、参加者の関心と原告や弁
護団の想いとが共鳴しあう場になり
ますように。そして、公共訴訟を通
じて社会が少しでもよい方向に進ん
でいく、その過程に一人でも多くの
方に加わってもらえますように。「こ
んなイベントあったらいいな」とい
う声をぜひお寄せください。

二見元気

イベントオーガナイザー
Genki Futami
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あなたのサポートが CALL4のチカラになります

CALL4 の運営はプロボノメンバーを中心に行っています。
しかし、ケースの立ち上げ支援やコンテンツの作成、
ウェブサイトの運営、イベント開催などには

費用がかかります。より多くの方に社会課題と訴訟の
ポイントについて知っていただくためには、

一定の費用をかけてこうした活動を継続することが必要です。
私たちの活動にご寄付いただけますと幸いです。

CALL4の活動を
寄付で支える

クレジット払い

＜マンスリーサポーターとして支える＞

銀行振込
PayPay 銀行

店番号：005（ビジネス営業部）
種目：普通

口座番号：5418802
名義：認定特定非営利活動法人 CALL4（ニンテイトクヒ）コールフォー）

三菱 UFJ 銀行
店番号：052（神楽坂支店）

種目：普通
口座番号：0938750

名義：認定特定非営利活動法人 CALL4（ニンテイトクヒ）コールフォー）

ゆうちょ銀行
店名：〇一九支店
種目：当座

口座番号：0421781
口座名称：認定特定非営利活動法人 CALL4（ニンテイトクヒ）コールフォー）

クレジット払い

＜単発の寄付で支える＞



CALL4に掲載されたストーリーや訴訟のことを
家族や友人や周りの人に伝えてください。

SNSで話題にしてください。
寄付や原告や弁護団が必要なサポートをしてください。
そして、ぜひ訴訟の傍聴にも行ってみてください。

きっと受け取るものがあるはずです。

また、掲載されている訴訟資料を読んで
周りの人と議論もしてみてください。

専門用語もありますが、
そこには知らなかった事実や情報が

含まれていると思います。

CALL4 の活動は、
皆様の「共感」によって初めて成立します。
ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

info@call4.jp
何かご不明な点等ございましたら、
いつでもお問合せください

メルマガ登録Apple podcast Spot i fy


